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研究成果の概要（和文）：　台湾は、1992年から就業サービス法（就業服務法）に基づき、外国人労働者を受入
れている。その中でも住み込みで働く居宅介護労働者が大きな割合を占めており、高齢化の進展に伴い、その人
数はさらに増える見込みである。一方、同労働者は労働基準法（勞動基準法）の適用外という受入れ開始時から
の課題は解決されていない。
　本研究は、台湾が外国から居宅介護労働者の受入れを開始した際、労働条件を保護する法整備をなぜ行わなか
ったのか、また、受入れを始めてから現在までの法整備に関する議論を概観し、これまでの政策が十分であった
か明らかにした上で、その労働条件の保護はいかになされるべきかを明らかにしようとしたものである。

研究成果の概要（英文）：　Taiwan has been accepting foreign workers since 1992 under the Employment 
Service Act. A large proportion of these workers are live-in in-home care workers, and the number is
 expected to increase further as the population ages. On the other hand, the problem that Taiwan has
 faced since the start of accepting such workers, namely, that they are not covered by the Labor 
Standards Act, has not been resolved.
　This study examines why Taiwan did not establish law to protect the working conditions of these 
workers when it began accepting in-home care workers from abroad, reviews discussions on the 
establishment of laws from 1992, when Taiwan began accepting in-home care workers, to the present, 
and clarifies whether past policies have been sufficient. It also attempts to clarify whether the 
past policy has been sufficient, and how the working conditions of these workers should be 
protected.

研究分野： 労働法

キーワード： 介護労働者　外国人労働者　台湾　労働条件保護

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　労働基準法を所管する労働者委員会（「勞工委員會」、現労働部）は、告示により1998年4月1日から12月31日
まで居宅介護労働者を適用対象とした。その後、同労働者を保護するための法案を作成したが、成立することは
なく、結局、現在は約款によって保護を行っている。
　台湾政府は、2022年に6年以上在台し、介護等に従事した者は5年経過すれば永住資格申請を認めることとし、
単純労働者は台湾に定着させないとの方針を大きく変えている。特定技能を創設し、さらに技能実習制度の廃
止・育成就労の創設を控えている日本にとっても、本研究は大きな社会的意義があるものと考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

我が国と同様に、台湾も今後急速な高齢化が見込まれている。2016 年の台湾の高齢化率は

13.20％、2018 年には 14％、2025 年には 20％を超えると推計されていた。こうした急速な高

齢化に対応するため、台湾政府は、2007 年に長期介護 10 か年計画（我國長期照顧十年計畫）、

2016 年末に前記計画を引き継ぐ長期介護 10 か年計画 2.0（我國長期照顧十年計畫 2.0）を策定

し、税財源により介護サービスを提供している。介護サービスに従事する労働者をいかに増やし

ていくかが大きな課題となっている。 

要介護者の増加に対応するため、1992 年から就業サービス法（就業服務法）に基づき、イン

ドネシアなどの東南アジアから外国人労働者を受け入れている。総人口約 2300 万人のうち、外

国人労働者の総数はおよそ 70 万人であるが、そのうち居宅介護労働者は 20 万人を超えている。

1984 年の制定以来、労働基準法(勞動基準法 以下「労基法」という)は、個人の家庭で家事や介

護といった労務を提供する者（具体的には家政婦や居宅介護労働者）を家事使用人と定義した上

で、適用対象から除外している。だが、現在家政婦はほとんどいないため、同法の適用が除外さ

れる家事使用人には居宅介護労働者のみが該当する。使用者の家庭という閉鎖的な空間で労働

に従事するため、長時間労働の蔓延、休憩や休日がないなど労働条件は低く、暴力をふるわれる

こともある。 

先述したように、現在居宅介護労働者には労基法が適用されていないが、実はかつて労働者委

員会（「勞工委員會」、現労働部 我が国の旧労働省に相当）の告示により、1998 年 4 月から同

年 12 月まで 9 か月間適用されていた。しかし、その後も当該労働者を過酷な労働環境から守る

ため、今日に至るまで労基法を再適用するか、特別法を制定するかが議論されている。このよう

に、台湾では彼らの保護について、長年にわたる議論がある。しかし、台湾の同労働者保護に関

する経験をわが国の介護労働者をめぐる議論に役立てようとする研究は乏しかった。 

 
２．研究の目的 

台湾での居宅介護労働者の労働条件保護をめぐる法政策を探求することにより、台湾政府に

よる従来の政策が十分だったか否かを明らかにした上で、当該労働者の保護はいかになされる

べきか提示することを目的としようとするものであった。 

 
３．研究の方法 

まず、居宅介護労働者の労働条件保護が、法的にも実態的にもどの程度なされているか解明す

るため、政府、立法院（国会に相当）の議事録、実態調査を行った上で執筆された論文及び統計

資料の収集及び分析を行った。具体的には、労働部の資料及び立法院の議事録（立法院公報）を

精査することにより、労基法の適用及び適用除外に際し、いかなる議論がなされたのか、また家

事労働者保護法がこれまでなぜ成立しなかったのか、その理由を解明した。また、居宅介護労働

者の実態調査を行った上で執筆された論文や政府による統計資料の収集及び分析を行った。 

ついで、文献や統計資料の解析で得られた知見がはたして正しいのか検証するため、聞き取り

調査を行った。具体的には、実態調査を行った研究者や労働部、（当該労働者の多くは外国人で

あるため）労働部の外局であり、外国人労働者の受入れを所管している労働力発展署（勞動力發

展署）を訪問し、台湾では居宅介護労働者をどのように保護しているのかについて尋ねた。くわ



えて、台灣國際勞工協會、台灣外籍工作者發展協會及び台灣人權促進會といった外国人支援組織

も訪れ、聞き取りを行った。 

 
４．研究成果 

新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う渡航制限を理由とした研究の中断があったが、コロナ

禍を経て居宅介護労働者の状況にいかなる変化があったか調べるため、複数の外国人支援組織

を訪問し、聞き取りを行った。これら組織によれば、コロナ禍に伴う入国規制によって、来台す

る外国人居宅介護労働者が減ったが、よりよい労働条件を求めて失踪する者が増加したとのこ

とであった。 

さらに、行政院（内閣に相当）は 2022 年 4 月に「中程度の技術を有する外国人材の雇用を維

持するための計画（留用外國中階技術人力計畫）」に基づき、「中程度の技術を有する外国人材（外

國中階技術人力）」の受入れを開始した。同計画では、6 年以上在台し、介護等に従事した者が

同人材に転換以後、5 年経過すれば永住資格申請ができることとなり、台湾政府が、居宅介護労

働者を含む単純労働者は台湾に定着させないとの従来の方針を大きく変更したことがわかった。 
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